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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は経営理念である、「社員一人一人の人間的成長」を通じて、「お客様一人一人に喜んでいただく社会貢献」の実現を目指しております。

　当社は、株主をはじめ、お客様、従業員等のステークホルダーから信頼され、それぞれが公正・公平な利益を得ることが企業価値の向上及び企
業の健全な持続的成長のためには不可欠だと考えております。

　その実現のため、①意思決定の迅速化、②相互チェック機能の強化、③法令、規程等の遵守、④ステークホルダーに対しての情報開示の適時・
適正性及び透明性の確保等を追及してまいります。

＜当社の経営理念＞

「社員一人一人の人間的成長」

「お客様一人一人に喜んでいただく社会貢献」

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

補充原則１－２④【議決権の電子行使、招集通知の英訳】

当社の2021年３月末における外国法人等の株式保有比率は9％程度であり、現状招集通知の英訳は行っておりませんが、広く外国人投資家の資
金を呼び込むために、今度実施に向け検討してまいります。

また、当社は議決権の電子行使を可能とする環境は整えておりますが、現行は書面によるもののみとしております。

国内外の投資家が投資しやすい環境を整えることで、さらに投資資金を呼び込むために、今後実施に向け検討してまいります。

補充原則１－２⑤

当社では、株主総会における議決権は、株主名簿に記載されている株主のみが行使できるものとし、信託銀行等の名義で株式を保有するいわゆ
る実質株主による株主総会への出席や議決権の行使については、その者が実質株主であることの確認手続や、議決権の二重行使等のおそれが
あることから、現時点では認めておりません。これらについては、機関投資家等の要望及び信託銀行等の動向を注視し、実際に要望が見込まれ
る等の際には、その具体的な対応方法について検討いたします。

補充原則 ２－３①

当社は、お客様に美味しいお料理をご提供し、「感動」を与え、社会に貢献することが、当社のサステナビリティの根幹をなすものと確信しておりま
す。

全てのステークホルダーと信頼関係を培いながら、お客様・従業員・社会と共に発展し、より「美味しい」、より「働きやすい」、より「環境にやさしい」
会社を目指し、諸課題に積極的に、能動的に取り組んでまいります。

原則２－４

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値を高めていくには、多様な視点や価値観が社内に存在することが必要だと考えております。

特に今後の店舗設計・運営には、女性の感性が必要であるとの認識のもと、女性が安心して働ける職場環境作りや女性の管理職登用の推進に
努めております。

また、障がいのある方を積極的に雇用し、働きやすい環境づくりにも努めてまいります。

補充原則３－１①

経営理念等を当社ホームページ、決算短信等で開示しております。

経営指標につきましては、売上高経常利益率を意識した経営を行っております。

なお、当社の主力事業であります焼肉事業において過去に不測の事態（ＢＳＥ、放射能汚染牛肉等）が発生したこと等から、今後の事業環境の見
通しが不透明な中では中長期の経営計画を策定し難いため、中期経営計画につきましては現時点では開示しておりません。

補充原則３－１②

当社は2021年９月末における外国法人等の株式保有比率は、10％未満であり、現状HP等の英語で情報開示・提供は行っておりませんが、外国
人投資家の比率等を勘案し、今度英語でのHP開設等情報提供の実施に向け検討してまいります。

補充原則３－１③

当社は、中長期的な持続可能性（サステナビリティ）は、重要な経営課題と考えております。当社は、「社員一人一人の人間的成長」「お客様一人
一人に喜んでいただく社会貢献」を経営理念に掲げ、持続可能な社会の実現に向け、「環境・人的資本・知的財産」への投資を行っています。

(1)「環境」への投資

　当社がこれまでに撤退店舗の什器・備品類の再利用をはじめとする地道な活動の他、営業車両のハイブリッド車への転換、店舗照明のLED化

　や現在進めております店舗エアコンの省エネ化など、店舗新設時及び設備更新時期に合わせて、エネルギー消費量削減を通じ、CO2排出抑制

　を進めてまいりました。

　また、店舗でのフードロス・廃棄物の削減のため、AIを活用した発注精度の向上を目指したシステムの研究投資を行っております。

　なお、TCFD等に基づく開示は、今後の課題として適切な開示を行うべく準備を進めてまいります



(2)「人的資本」への投資

　【補充原則２－４①】でも記載したように、当社では、少子高齢化社会の労働力不足を見越し、従前より女性・外国人・中途採用者の採用、

　また、採用後もこれら多様な人材を区別なく公正公平な評価を行うなど人材育成・管理職登用を進めてまいりました。

　持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略からも、これら多様性に富んだ人材活用は極めて重要なことと認識し、

　特に今後の店舗作りには女性の視点が不可欠であると考え、女性が安心して働け、一層輝ける職場環境を作ってまいります。

　当社では、従業員等の健康を確保し、お客様に安心してご来店いたがけるように、今年7月以降、従業員（パート・アルバイトを含む）及び

　その家族を対象に新型コロナウイルス感染症ワクチンの職域予防接種を行いました。

補充原則４-１②

当社は、単年度における業績予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じて、株主等のステークホルダーに
対して開示・説明を行っております。しかしながら、中長期経営計画については、過去不測の事態（BSE、放射能汚染牛肉等）や近時のコロナ禍等
により大きく乖離したことを鑑み、必ずしもステークホルダーの適切な判断にコミットするものではないと考え、現状、開示は行っておりません。

補充原則４-１③

当社は、最高経営責任者（当社では当該役職はございませんので、代表取締役の意味といたします）の後継者計画を重要な課題であると認識を
しております。

しかしながら、現在時点では、後継者の計画は具体的に定めておりません。取締役会やその諮問機関の指名報酬委員会において、サクセッション
プラン策定について審議、答申する一方、取締役会において中長期的な戦略、計画の実践的議論を行うこと、それ自体が後継者の育成、訓練の
実践の場であると認識しております。

補充原則４-２②

当社は、サステナビリティへの取組は重要な経営課題と認識しておりますが、現時点では基本方針の策定に至っておりません。経営資源の配分
や事業ポートフォリオに関する戦略の実行及び監督につきましては、今後検討してまいります。

補充原則４-３③

当社は、最高経営責任者である代表取締役の解任手続きを定めておりません。代表取締役がその機能を発揮していないと認められる場合には、
取締役会は法令・定款に従い適切にかつ迅速な手続きを行います。

原則４－８

当社では、2021年12月に独立筆頭社外取締役が代表取締役に就任したことで、独立性を担保した社外取締役は、現状3分の1を充足しておりませ
んが、当社では2名の独立性を担保した独立社外取締役を選任しており、独立した中立な立場から、豊富なビジネス経験、専門的知識等を通じて
培った見識を活かし、経営上の助言・監視等の役割を十分に果たしていると考えております。

しかしながら、当社といたしましては、当原則を遵守すべく、今後も注力してまいります。

補充原則４－８①

当社の取締役は8名中２名が独立社外取締役であり、それぞれが客観的かつ中立的な立場から経営の監視機能を果たすための経験・知識を充
分に有しております。取締役会において積極的に議論に参加し、意見表明を行うなどその責務を十分に果たしております。なお、独立社外取締役
のみを構成員とする情報交換・認識共有のための会議体はございませんが、その実効性を高めるため、社外取締役のみならず社外監査役も含
めた情報交換の場を毎月1回程度開催し、社内外の情勢や経営判断に必要な情報を随時提供することで、認識を共有しております。

補充原則４－８②

筆頭独立社外取締役は、社外取締役の互選により選任しております。

筆頭独立社外取締役は、経営陣との連絡・調整の他、常勤監査役と連携し、監査役会との連携強化を行っております。

補充原則４－８③

当社は支配株主を有しておりません。

原則４－11

当社取締役については、当社が属する業界及び当社業務に精通し、機動性のある業務執行を遂行している業務執行取締役と企業経営に全般に
精通し、幅広い視点により経営に助言と監督が期待できる社外取締役で構成され、業務執行者を監督する立場として十分に独立性及び適任性を
確保しております。

なお、取締役の選任にあたっては、ジェンダーや国際性を問わず、当社の経営に有用な人材を登用すべきであると考えております。

当社監査役は、いずれも社外監査役であります。財務会計に知見を有する者、企業経営に精通し、豊富な経験を有する者、リスク管理に精通し、
豊富な経験と専門性を有する者で構成されており、かつ十分な独立性を担保しております。

なお、監査役選任については、出身会社など外形的な基準にこだわらず、当社にとってガバナンスの充実という点から行うことが、会社にとって有
益であると考えております。

補充原則４－１１③

当社では、取締役会全体の実効性について分析・評価のため、取締役・監査役全員を対象とした「取締役会の実効性アンケート」調査を実施し、そ
の結果を役員全員で共有しております。今後は、その開示について検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則１－１

当社は、株主総会における決議事項について、その議決権行使結果を総会後の取締役会で確認、精査し、今後の会社運営に反映させるべく、取
り組んでおります。

補充原則１－１①

当社では、株主総会における議決権行使結果を総会後の取締役会で共有しております。取締役会は、株主総会における議決権行使結果を真摯
に受け止め、相当数に反対票が投じられた場合、原因分析及び対応について検討いたします。

補充原則１－１②

当社は、自らの取締役会においてコーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果たすべく、社外取締役を2名選任し、監査役も4名全員を



社外として、取締役の業務執行の監督機能を担保する体制を構築しております。

なお、当社では自己株式の取得や中間配当等の事項については、定款及び取締役会規程の定めにより取締役会の決議事項としております。

補充原則１－１③

当社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう配慮しております。また、少数株主に認められている権利に
ついては、株式取扱規則により手続を定め、その権利行使を円滑に行えるように努めております。

原則１－２

当社では、株主総会をウィークデーではありますが、株主総会集中日を避けて、同一決算期の他社に先駆けた日に、交通至便なJR駅前で実施す
るなど、株主総会は、株主との建設的な対話の場であるという認識のもと、常に株主の視点に立ち、株主の権利行使に係る適切な環境整備を行う
よう努めています。

補充原則１－２①

当社は、会社法上、株主総会参考書類等に記載することが求められている事項以外の情報であっても、当該情報が株主総会において株主が適
切な判断を行うことに資すると当社が判断する場合は、その内容、開示する時期・方法等についての検討を行い、その必要に応じた適確な情報の
提供に努めています。

補充原則１－２②

会社法299条では、総会2週間前までに招集通知を発送することになっているが、当社では概ね総会3週間前に開催される決算承認取締役会後直
ちに招集通知を発送するとともに、取締役会決議後直ちに、当社WEBサイトに招集通知を掲示しております。

補充原則１－２③

当社では、毎期同一決算期の上場他社に先駆けて、より早く、より正確に、情報提供を行うべく、決算発表を行っております。

また、例年当社の総会開催日は、他社の総会集中日を外し、早期に開催することにより、株主との建設的な対話を実現するべく努力しておりま

す。

原則１－３

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、業績に応じて増配や株式分割を検討するなど、弾力的な還元策を行ってい
く方針であります。

原則１－４．政策保有株式

当社は、いわゆる政策保有株式を現在保有しておりません。また、政策保有株式を保有する予定もございません。

当社は、中長期的な視点に立ち、当社の持続的成長と企業価値向上に資すると判断される場合を除き、政策保有株式としての上場株式は、保有
しないことを基本方針としております。

従いまして、政策保有株式に係る議決権の行使基準は、現時点では定めておりません。一般論としては、当社の中長期的な企業価値向上の観点
に立ち慎重に検討を行い、総合的に判断して、議決権行使を行う方針であります。

補充原則１－４①

当社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社（政策保有 株主）からその株式の売却等の意向が示された場合には、引の縮減を示

唆することなどはせず、適切に対応します。

補充原則１－４②

当社は、政策保有株主との取引については、他の一般の取引先と同様の取引条件としております。

原則１－５

取締役会・監査役は、将来的に買収防衛策を検討する事態になった場合は、まず既存株主の株式価値が不当に毀損しないようにその導入には
十分な検討を行う方針です。なお、現時点では、いわゆる買収防衛策は導入の予定はございません。

補充原則 １－５①

当社株式が公開買付けに付された場合には、取締役会として の考え方（対抗提案があればその内容を含む）を株主に明確に説明します。

また、株主が公開買付けに応じて株式を手放す権利を不当に妨げる措置は講じません。

原則１－６

支配権の変動や大規模な株式の希釈化をもたらす資本政策を行う際には、取締役会において、独立性の高い社外役員等のよる当該資本政策の
必要性・相当性に関する意見を尊重しつつ、当該資本政策の必要性・合理性や既存株主を不当に害することのないように十分配慮した上で、実
施する目的やその結論に至る検討過程をすみやかに開示し、株主の皆様への十分な説明に努めてまいります。

原則１－７．関連当事者間の取引

当社は、関連当事者間の取引（当社取締役及びその近親者並び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引）に関して、会
社及び株主共同の利益を害することのないよう、「取締役会規程」により、取締役会での審議・決議を必要としております。

また、当社役員に対して、年１回、関連当事者間取引の有無についての調査を実施するなど、継続的なモニタリングを行っております。

基本原則２

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出には、お客様、株主、取引先、従業員、地域社会等、様々なステークホルダーとの協働が不
可欠であると認識しております。

当社は、経営理念である「社員一人一人の人間的成長」を通じて「お客様一人一人に喜んで頂く社会貢献」の実現を目指しております。

取締役会は、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの信頼関係を基に、経営理念の実現のため、企業文化、風土を醸成するべく、その先頭に
立つ所存です。

原則２－１

当社は、経営理念である「社員一人一人の人間的成長」を通じて「お客様一人一人に喜んで頂く社会貢献」の実現を目指しております。当社は、「
食」を通して、様々なステークホルダーの皆様に「感動」と「喜び」を実感していただくことを目標としています。

原則２－２

当社では、役職員の行動規範として、「法令等遵守規定」を制定し、「コンプライアンス・ハンドブック」を配布し、定期的に研修を行っております。



また、適宜、同業他社で発生した事案についてテーマを絞ったコンプライアンス研修も行っております。

また、コンプラアンスの遵守状況は、統括責任者の管理本部長がレビューを行い、必要に応じて、取締役会に報告しております。

補充原則 ２－２①

【原則２－２】に記載の通り、当社では、役職員の行動規範として、「法令等遵守規定」を制定し、「コンプライアンス・ハンドブック」を配布し、定期的
に研修を行っております。社内会議や行事の際には、経営陣から経営方針や目標に加え、社員へ直接伝えるなど、法令遵守精神の醸成への取り
組みを行っております。

補充原則 ２－４①

当社では、少子高齢化社会の労働力不足を見越し、従前より女性・外国人・中途採用者の採用、また、採用後もこれら多様な人材を区別なく公正
公平な評価を行うなど人材育成・管理職登用を進めてまいりました。

そのため、特定の性別、国籍等の登用についての目標値は設定しておりません。

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営戦略からも、これら多様性に富んだ人材活用は極めて重要なことと認識し、特に今後の
店舗作りには女性の視点が不可欠であると考え、女性が安心して働け、一層輝ける職場環境を作っていく所存であります。

現在当社では2021年11月現在、女性社員の比率は6.4％、店長以上の女性管理職の比率は2.1％であり、これを増加させていくことを目標としてお
ります。

また、中途採用者の管理職の比率は、45.5％であり、引き続き業務遂行能力のある人材を積極的に登用してまいります。

なお、外国人の採用につきましては、営業エリアが国内に限定されていることから、目標は定めておりません。

原則２－５

当社は、内部通報窓口責任者として管理本部長としております。また、通報者の秘匿と不利益取り扱いの禁止について、適切に活用される体制を
整備しております。社内の内部通報窓口には、管理本部役職者を指名し、遺漏のない対応に努めております。

補充原則 ２－５①

当社は、管理本部長をトップとした通常の社内通報ルートのみではありますが、通報窓口の実務担当は管理本部副本部長をはじめとする法令や
社内規程に精通したベテラン職員を配しております。また、窓口のうち1名は女性職員を配するなど二次的なハラスメント防止にも注力しており、情
報提供者の秘匿と不利益な取扱を受けない体制を整備しております。

原則２－６

当社は、企業年金制度を導入しておりません。したがって、当社はアセットオーナーとしての立場にありません。

基本原則３

当社は、株主をはじめとするステークホルダーからの理解を得るためには、適切な情報公開が不可欠なものであると認識しております。

そのために、法令等に基づく情報開示以外の非財務情報につきましても、重要であると判断される情報は、WEBサイトをはじめとした様々な方法で
積極的な開示に努めてまいります。

原則３－１．情報開示の充実

当社は、法令に基づく開示を適法に行うとともに、実効的なコーポレートガバナンスを実現するために必要な情報は、適時・適切なルートを通じ積
極的に開示いたします。

（ⅰ）会社の経営理念、経営戦略及び経営計画　

　経営理念等は、当社ホームページに開示しております。

　経営計画の開示につきましては、当社主力部門である焼肉事業は、事業環境の変化が激しく、過去にも不測の事態（ＢＳＥ、放射能汚染牛肉等）

　により、事業計画が大きく変動するなど、その有用性に限界があり、中期経営計画の数値目標を開示した場合、株主・投資家をミスリードする可

　能性も高いと考えており、現状中期経営計画の開示は行っておりません。

　なお、2022年3月期の連結業績予想につきましては、当社ホームページに掲載の2021年3月期決算短信をご参照ください。

　当社HP（http://amiyakitei.co.jp）　→　IR情報　→　プレスリリース

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告１－１「基本的な考え方」をご参照ください。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社の取締役及び監査役の報酬方針につきましては、本報告書Ⅱ－１「取締役報酬関係」内の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示

　内容」をご参照ください。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針

　経営陣幹部及び取締役の選解任にあたり、社内外を問わず、会社業務に精通し、当社の経営理念に基づき、その職務を全うすることができ、

　かつ法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有し、人格・実行力とも兼ね備える候補者を社外役員を中心委員で構成する指名報酬委員会

　において検討・審議の後、　取締役会に答申し、取締役会は株主総会に提案する候補者を選定し、株主総会で決議により選任しております。

　また、監査役の選任につきましては、当社事業への深い理解、財務・会計、関係法令をはじめとする知見を有し、さらには各分野における豊富

　な経験により、当社の経営全般を監視し、取締役会の透明性を高めることができる人材を指名報酬委員会において検討・審議の後、監査役会

　の同意を得て、取締役会は株主総会に提案する候補者を選定し、株主総会の決議により選任しております。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　個々の経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名についての説明につきましては、株主総会招集通知に各候補者の略歴及び選任理由を

　開示しております。

　第26期（2021年3月期）株主総会招集ご通知　当社HP（http://amiyakitei.co.jp）　→　IR情報　→　プレスリリース　をご参照ください。

　第26期（2021年3月期）有価証券報告書　当社HP（http://amiyakitei.co.jp）　→　IR情報　→　財務情報　をご参照ください。

原則３－２

当社は、監査役会、内部監査室等の関連部門が、外部会計監査人と連携し、十分な監査日程や監査体制の確保に努め、外部監査人が適正な監
査を行える体制確保に努めてまいります。

補充原則 ３－２①

（ⅰ） 外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定



　当社監査役会は、独自の「会計監査人評価調書」は制定しておりませんが、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指

　針」（平成29年10月13日日本監査役協会）に準拠した「監査調書」に基づき外部監査人を評価しております。

（ⅱ） 外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認

　当社監査役会は、外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性を確認しております。

補充原則 ３－２②

（ⅰ） 高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保

　当社監査役会は、これまでの実績と当該期に想定される監査事項の内容を踏まえ、期首に外部会計監査人が設定した監査スケジュールを聴取

　し、過不足がないかを検証しております。

　また、四半期毎に当該四半期に要した監査時間に聴取し、外部会計監査人の監査を精査しております。

（ⅱ） 外部会計監査人からＣＥＯ・ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアクセス（面談等）の確保

　四半期毎の定例インタビューの他、外部会計監査人からの要請があれば、代表取締役をはじめ、各取締役等へのヒアリングが可能な体制をとっ

　ています。

（ⅲ） 外部会計監査人と監査役（監査役会への出席を含む）、内部監査部門や社外取締役との十分な連携の確保

　外部会計監査人と監査役会は、会計監査計画及び会計監査結果等について協議を行い、当社監査についての課題等を共有しております。

　内部監査室も社外取締役についても必要に応じ、連携を確保しております。

（ⅳ） 外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合の会社側の対応体制の確立

　外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合、各担当取締役が調査・是正を行い、その結果を

　報告する体制としております。また、監査役会は、関連部と連携し、調査・是正を行うこととしております。

基本原則４

取締役会は、中長期的な経営方針の策定や、効率的かつ実効のあるコーポレートガバナンスの実現し、当社の持続的成長及び中長期的な企業
価値の向上を目指す責任を負っております。

また、経営全般に対する監督機能を発揮し、経営の公正性、透明性を確保するとともに、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、
並びに、当社の重要な業務執行の決定を通じ、当社にとって、最善の意思決定を行っております。

原則４－１

取締役会は、中長期的な経営方針の策定や、効率的かつ実効のあるコーポレートガバナンスの実現し、当社の持続的成長及び中長期的な企業
価値の向上を目指す責任を負っております。

また、経営全般に対する監督機能を発揮し、経営の公正性、透明性を確保するとともに、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、
並びに、当社の重要な業務執行の決定を通じ、当社にとって、最善の意思決定を行っております。

補充原則４－１①取締役による経営陣に対する委任の範囲の概要

取締役会は、「定款」、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等により、取締役会の権限及び責任の明確化を行って
おります。

取締役会は、法令及び定款に定められた事項や重要な経営方針や戦略の策定、決定と業務執行の監督を行っています。

業務執行部門としては、月２回開催される執行役員による執行役員会において、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルで、より
迅速に、かつ機動的な執行を目指した議論を行っております。なお、執行役員会では、必要に応じて取締役や監査役も出席し、執行役員会でに議
論及び執行役員の活動状況を監督・検証しております。

原則４-２

取締役会は、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、決議すべき事項については、それぞれの取締役が独立した客観性な立場で多
角的かつ十分な審議検討を行い、決定内容については、担当取締役が実際に業務執行を行う執行役員を管理監督するとともに、その実行責任を
担っております。

当社の取締役報酬は、株主総会での決議による年額報酬限度内の範囲で、「固定報酬」、「業績連動報酬」、及び「株主価値向上連動型報酬」で
構成されており、各取締役の業績貢献度を意識した報酬体系を取っております。

なお、社外取締役はその役割と独立性から、「固定報酬」のみの報酬体系を取っております。

補充原則 ４－２①

当社では、2021年3月期決算より、取締役の報酬体系を抜本的に刷新いたしました。

当社は、透明性・客観性の確保及び当社グループの企業価値向上に向けた経営を推進するためのインセンティブとして、取締役（社外取締役を除
く）の報酬等に、業績連動報酬、株主価値向上連動型株式報酬を導入いたしました。

当社の取締役（社外取締役を除く）報酬は、固定報酬と変動報酬（業績連動報酬と株主価値向上連動型株式報酬）から構成されております。

現在取締役の固定報酬と業績連動報酬の報酬限度額は、株主総会で決議された報酬限度額300百万円以内で、単年度の業績指標（目標値）の
達成度合（成果）に対する評価し決定しております。

また、ストックオプションによる報酬等は、別途株主総会の決議により、取締役（社外取締役を含む）に対して付与する株式報酬型ストックオプショ
ン（新株約権）の割当金額は、年額100百万円（うち社外取締役３百万円）以内であり、かつその個数は200個（うち社外取締役は６個）以内で、株
式時価総額の増加額を指標とし、取締役の当社業績や株式価値への貢献度合を評価し、決定しております。

原則４－３

取締役会は、取締役８名のうち、２名が社外取締役で、いずれも独立社外取締役で客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督が行え
る体制を整えております。

また、適時かつ正確な情報開示が行われるよう、重要な開示情報は取締役会で審議するとともに、適切な内部統制やリスク管理については、適
切に取締役会で統括管理する体制を整備しております。

取締役会は、経営陣・支配株主等の関連当事者との取引については、取締役会で審議し、承認を得ることとし、また年に１度調査表の提出を受け
ることで予防と確認をし、会社及び株主の利益を適切に管理しております。

補充原則 ４－３①

当社では、「取締役会規程」及び「指名報酬委員会規程」により、取締役の選解任を規定しております。

取締役の選任については、取締役の推薦を受け、指名報酬委員会が取締役候補者の経営者としての高い倫理性、価値観を有し、当社の企業価
値向上にコミットできるか否かを総合的に検討、審議して、取締役会にその結果を答申いたします。取締役会では、十分に議論し、株主総会での



審議を経て、決定いたします。

また、取締役の解任については、指名報酬委員会が会社業績等を踏まえ、取締役のこれまでの評価及び在任の妥当性などを検討し、取締役会
に解任の是非について答申いたします。取締役会では、この答申を参考に審議し、取締役解任の可否を決定します。

補充原則 ４－３②

代表取締役の選任については、「取締役会規程」に則り、取締役の選任同様、取締役の推薦を受け、取締役会において、経営トップとしての高い
倫理性、価値観を有し、当社の企業価値向上にコミットできるか否かを総合的に検討したうえで決定いたします。

補充原則 ４－３④

当社は、「リスク管理規程」を策定しており、経営上のリスクを分類し、リスクの種類毎に各担当部署が把握・管理できる体制を構築し、各種リスク
の統括管理を行っております。

取締役会は、定期的にまたは必要に応じて、統合的リスク管理の状況に関する報告・調査を踏まえ、単なる事象のみを取り上げるのではなく、背
景にある組織面の問題点を指摘し、改善プロセスの有効性を検証し、適時に見直しを行い、適切な方策を講じております。

原則４－４

当社の監査役会は、全員が社外監査役であり、株主に対する受託責任を踏まえ、取締役会をはじめ、重要会議に出席し、取締役の職務執行の監
査を独立した客観的な立場で行い、経営陣に対して適切に意見を述べております。

補充原則 ４－４①

当社の監査役会は、監査役４名の全員が社外監査役で、独立性の高い構成となっております。うち1名は常勤監査役であり、常時社内に在勤し、
各種会議に出席することで、直接従業員から情報収集が可能な体制となっております。このような強固な独立性と情報収集力により、実効性の高
い監査体制を構築しております。

また、毎月1回は、社外取締役との懇談会を持ち、情報交換を行い、連携を図っております。

原則４－５

当社の取締役会と監査役会及び経営陣は、株主からの受託責任を強く認識し、会社や株主共同の利益を高めることを重要な経営課題と認識し、
各ステークホルダーへの情報発信や対話を通じ、会社や株主共同の利益のためにそれぞれの役割を果たすべく行動をしております。

原則４－６

当社では、社外取締役２名を選任し、取締役において独立かつ客観的な立場から、自由に意見を述べることで、実効性かつ透明性の高い経営監
督体制を構築しております。

原則４－７

当社の社外取締役は、２名とも独立社外取締役でございます。取締役会に出席し、専門的知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監

督、経営方針や経営計画に対する意見をはじめ、経営陣・支配株主から独立した立場で、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させ
るため、客観的な立場から自由に意見を述べております。

なお、両名は、会社法及び東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に合致しております。また、当社の独立役員は、他に社外監査役１名を
選任しております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の社外取締役の独立性基準については、本報告書Ⅱ－１の「（独立役員関係）その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

原則４－10

当社は、監査役設置会社でありますが、取締役・執行役員の評価や人事、報酬に関して原案をまとめる任意の指名報酬委員会を設置しておりま
す。同委員会は、委員の過半数を独立社外取締役・社外監査役で構成され、統治機能の充実を図っております。

補充原則 ４－10①

当社は、取締役８名のうち、独立社外取締役は２名で、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役がそれぞれの専門性と経
験を活かして意見を述べるなど、取締役会の監督機能強化の体制を確保しております。

また、委員の過半数が独立社外取締役・監査役で構成される任意の指名報酬委員会を設置しており、取締役の指名、サクセッション計画、取締役
の報酬等について、独立社外役員に適切な助言を求め、関与を深める体制を作っております。

補充原則４－１１①取締役会は、取締役会の全体としての能力、多様性の考え方

当社の取締役選任に当たっての方針・手続については、社内規程等では定めておりませんが、概要は、【原則３-１】の(ⅳ)に記載のとおりでありま
す。

当社取締役会は、定款に基づき、取締役10名以内、監査役５名以内と定めております。現状は、知識・経験・能力のバランスを考慮しながら、取締
役８名（うち２名が独立社外取締役）、監査役４名（４名全員が社外監査役、うち２名が独立役員）で構成しております。なお、現在の独立社外取締
役２名は、いずれも出身会社において、企業経営を担う立場にありました。当社取締役会は、取締役会の全体としての能力、多様性の考え方につ
いては、女性の視点は必要と考えており、現在、店舗・商品開発などを担当させておりますが、今後女性管理職の積極登用により、女性が輝く職
場を作ることが、企業価値向上の一つの道であると考えております。

補充原則４－１１②取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況

当社では、取締役及び監査役の重要な兼任状況を株主総会招集通知及び有価証券報告書等で開示しております。

現状、他の上場会社の取締役及び監査役との兼任は、ございません。

2021年６月の株主総会で選任されました宮崎卓也取締役（現 代表取締役社長）は、兼任しておりました他社役員を2021年11月に退任しておりま

す。

また、監査役につきましては、全員他の上場会社の取締役及び監査役を兼任しておりません。

第26期（2021年3月期）株主総会招集ご通知　当社HP（http://amiyakitei.co.jp）　→　IR情報　→　プレスリリース　をご参照ください。

第26期（2021年3月期）有価証券報告書　当社HP（http://amiyakitei.co.jp）　→　IR情報　→　財務情報　をご参照ください。

補充原則４－１１③取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要

当社では、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析、評価を実施しております。2021年3月期は、取締役７名（社外取締役2名を含む）、
監査役４名（いずれも社外監査役）を対象に、取締役会の構成、運営、社外取締役への情報提供等の項目についてアンケート調査を行いました。

また、取締役会議事録を精査し、取締役会における議論の内容、取締役個々の発言頻度、発言内容を分析し、別角度から取締役会の実効性評



価を行いました。

その結果、当社取締役会は、経営上の重要事項の決議や業務執行の監督を適切に行うための実効性が確保されているものと判断しました。

なお、今後はアンケート調査のうち、取締役会の実効性を高めるため、さらに議論すべき項目について、取締役会とは別の場を設け、議論を進め
てまいります。　

原則４－12

当社取締役会では、社外取締役及び社外監査役から質疑を受け、活発な意見交換が行われております。また、会社を取り巻く諸問題についての
問題提起など自由闊達な議論が行われております。

また、当社では、定例・臨時の取締役会の他に、月1回程度随時に「役員懇談会」を開催しております。これは、取締役会とは異なった切り口で、当
社を取り巻く現在・将来の諸問題について、テーマを定め、議論・発表を行うもので、取締役及び監査役をメンバーとしております。

補充原則 ４－12①

当社取締役会は、原則月1回、月初日に開催されますが、議題については招集通知とともに、概ね2週間前に発送されます。

社外取締役・社外監査役には、取締役会までに管理本部長から議案についての事前説明を実施し、情報提供を行うことで審議の充実を図ってお
ります。

原則４－13

当社の取締役・監査役は、職務遂行のため、所管部門に対し必要な情報提供を求めることができます。取締役については、管理本部がその支援
を行っております。また、監査役については、常勤監査役を窓口に管理本部が適宜、支援に当たっております。

補充原則 ４－13①

取締役は、必要と考える場合には、管理本部長を窓口に所管部門に、追加の情報提供を求めることができます。監査役は、同様に常勤監査役を
窓口に、情報を求めることができ、適切に情報入手を行っております。

補充原則 ４－13②

当社の取締役・監査役は会社費用で、経営・監査・監督について、必要に応じて外部の専門家に助言を求めることができます。

補充原則 ４－13③

内部監査部門における監査結果は、適宜代表取締役に報告され、問題点及び改善点については、期限を持ち、所管部門が対応しております。そ
の情報提供、連絡調整は、【原則４-1３】に記載の通り、連携を確保できる体制を構築しております。

原則４－１４．取締役・監査役のトレーニング

取締役・監査役は能力・経験・知識等、職務遂行能力を具備していると判断したうえで指名し、株主総会の承認を得ております。トレーニング機会
の提供は制度的にはございませんが、申し出により費用支援を必要とする視察・研修等につきましては認めております。また、社外取締役・社外
監査役については、就任時に会社の事業・財務・組織等の基本的な情報を提供しております。

補充原則 ４－14①

社外取締役・社外監査役の新任時には、取締役会事務局から、現在のガバナンスの仕組みや当社事業の特性、財務諸表の説明を行っていま

す。

補充原則４－１４②取締役・監査役に対するトレーニング方針

原則4-14　取締役・監査役に対するトレーニングでも、記入いたしましたが、当社取締役は、能力・経験・見識ともその職務遂行に相応しいと判断し
た上で、指名・選任にされておりますが、取締役・監査役には当社の店舗視察をはじめ、同業他社の動向研究等が必要と考え、その機会充実に努
めております。

また、当社では、トレーニング機会の提供は制度的にはございませんが、当社を取り巻く環境が日々変化していくなか、新しい知識の取得は不可
欠なものと考えおり、業務遂行に必要な研修・セミナー等のトレーニングは認めております。

基本原則５

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との間での建設的な対話が不可欠であると認識しております。そのために、株主
総会の他、アナリスト、機関投資家向けに決算説明会を年2回開催するほか、随時個別ミーティングを行っております。個人投資家向けには、年１
回証券取引所主催のＩＲ説明会にも参加しております。これらの活動では、代表取締役が当社の経営方針をはじめ決算概要、業績予想などを説
明し、質疑応答等を通じ、株主との相互理解に努めております。

原則５－１．取締役会による株主と建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針

当社は、ＩＲ担当役員である常務取締役管理本部長が企画し、経営トップが自ら、アナリスト・機関投資家向けに語り掛ける決算説明会を年2回開
催しております。

また、投資家様からのご要望にお応えする形で、随時個別ミーティングを行っております。

個人投資家向けには、執行役員管理本部副本部長を中心に、年１回証券取引所主催の個人投資家向けＩＲ説明会にも参加して株主との建設的
な対話に務めております。

補充原則５－１①

当社は、常務取締役管理本部長をIR担当役員として、株主の関心事項を踏まえた上で、合理的な範囲で、代表取締役・担当役員・担当執行役員
が中心となり、対話（面談）に臨むことを基本方針としております。

補充原則５－１②

（ⅰ） 株主との対話全般について、下記（ⅱ）～（ⅴ）に記載する事項を含めその統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣

または取締役の指定

　株主との対話全般に関して、常務取締役管理本部長が統括し、実務は管理本部が所管しております。

（ⅱ） 対話を補助する社内のＩＲ担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策

　管理本部が中心となり、社内各部門と連携し、情報共有を図っております。

（ⅲ） 個別面談以外の対話の手段（例えば、投資家説明会やＩＲ活動）の充実に関する取組み

　個別面談以外の対話の手段として、当社では、アナリスト、機関投資家向けに決算説明会を年2回開催、随時個別ミーティングを行っており

　ます。また、個人投資家向けには、年１回証券取引所主催のＩＲ説明会にも参加しております。



（ⅳ） 対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策

　株主との対話の内容に関して、適宜経営陣にフィードバックを実施しております。

（ⅴ） 対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

　インサイダー情報の管理については、「インサイダー取引管理規定」に基づき、重要事実の管理を行い、これらの漏洩防止を徹底しております。

　なお、当社は、原則決算日の証券取引所の翌開場日には、本決算、中間期決算、及び四半期決算の開示を実施しておりますので、株主への

　情報開示の公平性を確保するためのＩＲ自粛期間の設定は行っておりません。

補充原則５－１③

当社は、毎年3月末、9月末時点における株主名簿をもとに、株主構成の把握を行っております。

原則５－２

当社は、【原則３-１①】に記載しておりますように、中期経営計画は開示しておりません。そのかわり、ＩＲ活動を通じて、株主・投資家の皆様に、単
年度計画の詳細や企業戦略の方向性等をわかりやすい表現を用いて、説明しております。

補充原則５－２①

当社は、【原則３-１①】に記載しておりますように事業ポートフォリオや投資計画を含めた中期経営計画は開示しておりません。

取締役会では事業環境、業績推移や資本コスト、社会情勢や経済情勢の変化を踏まえた見直しは、適宜議論しており、その結果は、IR活動を

通じ、株主・投資家の皆様に、説明しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

チャレンジブイコーポレーション有限会社 2,499,000 36.48

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 465,000 6.78

BBH　BOSTON　FOR　NOMURA　JAPAN SMALLER　CAPITALIZATION　FUND　620065

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決裁営業部）
309,900 4.52

佐藤 啓介 205,000 2.99

佐藤　きい 105,000 1.53

株式会社日本カストデイ銀行（信託口） 91,500 1.33

Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＰＬＣ

（常任代理人　ＪＰモルガン証券株式会社）
75,161 1.09

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 67,200 0.98

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 53,000 0.77

株式会社日本カストデイ銀行（証券投資信託口） 49,100 0.71

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 小売業



直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

秋岡賢治 他の会社の出身者 ▲

石森英生 他の会社の出身者 ▲

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

秋岡賢治 ○

社外取締役秋岡賢治氏は、2001年6月か
ら2010年5月まで当社取引先であるプリマ
ハム株式会社の役員でありました。当社
の2021年3月期におけるプリマハム株式
会社との取引シェアは1％未満であること
、当社グループと両社及びその関連会社
との間に資本的関係、重要な取引関係そ
の他利害関係はないことから、同氏の独
立性に影響を及ぼすものではないと判断
しております。

社外取締役秋岡賢治氏は、食品関連の職務経
験及び経営に関する豊富な経験と高い見識を
有していることから、社外取締役として当社経
営の監督及び適切な助言を十分期待できると
判断したものです。同氏は、当社との直接の利
害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる
恐れはないと考えております。

石森英生 ○

社外取締役石森英生は、当社取引先であ
る米久株式会社の役員として2008年2月
まで勤務をしておりましたが、当社の2021
年3月期における米久株式会社との取引
シェアは1％未満であること、また当社と米
久株式会社との資本関係は解消している
ことから、同氏の独立性に影響を及ぼすも
のではないと判断しております。

社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員
として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知
見を有しており、当社の持続的な企業価値向
上に向けて社外取締役として助言、監督を行っ
ていただけるものと考えております。また、21年
9月現在、同氏は、当社株式を300株保有して
おりますが、重要性はないものと考えておりま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 3 2 2 0 1
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

補足説明

１．取締役等の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに社外取締役 の適切な関与・ 助言を得ることにより、公平性、透明性及び客観性を担保し

、取締役会の監督機

　　能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

２．指名報酬委員会は、取締役会決議により選任された取締役及び監査役（以下、委員という。）で構成する。独立性を確保するため、その過半数
は独立社外取締役

　　及び独立社外監査役とする。

３．指名報酬委員会の委員長は、代表取締役社長がその任にあたる。

４．指名報酬委員会は、必要に応じて随時開催する。

５．指名報酬委員会は、会社法及び当社規程に基づき、取締役会の諮問に応じて、下記の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。

（1）取締役、監査役、執行役員の選任および解任に関する株主総会議案の決定

（2）前項を決定するために必要な基本方針・基準、手続き等の決定

（3）後継者育成計画に関する事項

（4）取締役、監査役、執行役員の個人別の報酬等の内容の決定

（5）前項を決定するために必要な基本方針、報酬体系、手続き等の決定

（6）その他取締役の選任・解任および報酬に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項

（7）上記の各号の他、当社グループの重要な事項

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している



定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

１. 監査役全員と監査法人（関与社員、担当公認会計士）とは、監査計画策定時、四半期決算毎及び期末決算並びに必要な場合に意見交換して

おります。

２. 監査法人の往査時には、主として常勤監査役が監査現場に臨席し、会計監査の相当性を監査し、その内容を毎月定期的に開催する監査役会

に報告しております。

３. 内部監査部門とは、監査計画・監査手続き・監査結果等について随時情報交換をしております。

４. 上記情報交換に際し、監査業務の分担・監査手続等に関して監査役と内部監査部門とが重複したり、脱漏しないように実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

安井敏行 他の会社の出身者 ▲

大西秀典 他の会社の出身者

尾田政勝 他の会社の出身者

黒田敬 他の会社の出身者 ▲

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



安井敏行 ○

社外監査役安井敏行氏は、当社取引銀
行である三井住友信託銀行に2008年6月
まで在籍しておりました。当社の同行から
の借入取引はなく、同行が当社の意思決
定に対して影響を与える恐れはありませ
ん。また、当社グループと同行との間に資
本的関係及び重要な取引関係その他利
害関係がなく、株主・投資者の判断に影響
を及ぼす恐れはないと判断しております。

社外監査役安井敏行氏は、長年にわたる銀行
の業務経験を通じて培った幅広い見識を有し、
客観的な立場から当社のガバナンス及び監査
の実効性を高めることに期待できるものと判断
したものです。同氏は、当社との直接の利害関
係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れ
はないと考えております。

大西秀典 ○

社外監査役大西秀典氏は、ユニー株式会
社の部長職を経て、2007年3月まで同社
関連会社の株式会社サン総合メンテナン
ス代表取締役でありました。2007年6月か
ら当社常勤監査役。その後社外監査役に
転じております。当社グループと同社及び
その関係会社との間に重要な取引関係そ
の他利害関係はなく、株主・投資者の判
断に影響を及ぼす恐れはないと判断して
おります。

社外監査役大西秀典氏は、長年にわたり企業
役員の経験があり、豊富な経験と高い見識を
有していることから、社外監査役として適切に
監査・監督業務を遂行していただいております
。また、同氏は、当社株式を500株保有しており
ますが、重要性はないものと考えております。
また同氏と当社との取引関係および利害関係
はなく、東京証券取引所の定める独立役員要
件を満たしており、一般株主との利益相反の生
じる恐れはないことから、独立役員に指定して
おります。

尾田政勝 　

社外監査役尾田政勝氏は、2012年３月ま
で蟹江警察署長でありました。その後、株
式会社トーエネック顧問でありましたが、2
017年3月同社退職。当社グループと同社
及びその関係会社との間に重要な取引関
係その他利害関係はなく、株主・投資者の
判断に影響を及ぼす恐れはないと判断し
ております。

社外監査役尾田政勝氏は、愛知県警察で長年
にわたり生活安全業務に携わり、幅広い知識と
豊富な経験を有し、社外監査役として適切に監
査・監督業務を遂行していただいております。
また、同氏は、当社との直接の利害関係はなく
、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと
考えております

黒田敬 　

社外監査役黒田敬氏は、2005年5月まで
当社取引銀行である三井住友信託銀行
に在籍しておりました。当社の同行からの
借入取引はなく、同行が当社の意思決定
に対して影響を与える恐れはありません。
また、当社グループと同行との間に資本
的関係及び重要な取引関係その他利害
関係がなく、株主・投資者の判断に影響を
及ぼす恐れはないと判断しております。

社外監査役黒田敬氏は、長年にわたる銀行業
務経験、特にCFP資格を活用した財務管理業
務に精通するなど幅広い知見を有し、客観的な
立場から当社のガバナンス及び監査の実効性
を高めることに期待できるものと判断したもの
です。同氏は、当社との直接の利害関係はなく
、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと
考えております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

第26期（2021年3月期）有価証券報告書　当社HP（http://amiyakitei.co.jp）　→　IR情報　→　財務情報　をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、子会社の取締役

該当項目に関する補足説明



当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、2015年６月10日開催の第20回定時株
主総会にて決議いただいたものでありますが、提出日現在、付与がなされておりません。

ストックオプションの付与対象者は、取締役と規定しておりますが、社外取締役に関しては、独立性の観点から、業績連動報酬や株主価値向上連
動型株式報酬の対象とはしておりません。監査役に関しても同様の考えから対象外としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役については、社外取締役を除いた報酬総額を開示しております。

当社における2021年３月期の取締役に対する報酬の内容は以下の通りであります。

取締役（社外取締役を除く）　５名　報酬等の総額87百万円（うち固定報酬87百万円）

監査役（社外監査役を除く） －名　報酬額の総額－円

社外役員　－名　報酬額の総額17百万円（うち固定報酬17百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、透明性・客観性の確保及び当社グループの企業価値向上に向けた経営を推進するためのインセンティブとして、取締役（社外取締役

を除く）の報酬等に、業績連動報酬、株主価値向上連動型株式報酬を導入しております。

取締役の報酬限度額は、2001年６月28日開催の第６回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されており、その報酬限度額の範

囲内にて、決定することとしております。

ストックオプションによる報酬等は、別途2015年６月10日開催の第20回定時株主総会の決議により、取締役（社外取締役を含む）に対して

付与する株式報酬型ストックオプション（新株約権）の割当金額は、年額100百万円（うち社外取締役３百万円）以内であり、かつその個数は

200個（うち社外取締役は６個）以内と決議いただいており、その報酬限度額の範囲内にて、決定することとしております。

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、「固定報酬」、「業績連動報酬」、及び「株主価値向上連動型株式報酬」で構成しております。

なお、変動報酬（業績連動報酬及び株主価値 向上連動型株式報酬」）の支給対象者は、常勤取締役６名であります。

なお、社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、「固定報酬」のみで構成しており、報酬額は取締役会において決定します。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

現在、社外取締役及び社外監査役を補佐する専任スタッフはおりませんが、取締役会議題の事前通知や付議資料の配布等の社外取締役及び社
　外監査役のサポートは管理本部で行っております。特に重要度の高い議案については、取締役会の前に、常勤役員からレクチャーを実施するな
ど、取締役会での意見交換や決議が円滑に進むように努めております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役設置会社を選択しており、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し

ております。

（業務執行に関する事項）

　 取締役会は、社外取締役２名を含む８名で構成されており、毎月の定例及び臨時取締役会において、経営に関する重要事項の決定並びに業

務

執行の状況を監督しております。また、月次の業績情況等の報告の他、重要事項の審議を行っており、監査役4名も出席し、取締役会の意思決

定及び監督並びに執行役員の業務執行をチェックし、必要に応じて意見を述べております。

なお、当社では、経営の意思決定及び監督と業務執行を分離し、組織運営の効率化、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入してお

ります。執行役員の会議体である執行役員会では、タテ割になりがちな組織に横グシを入れながら、執行役員が取締役会から委譲された事項の



審議や意思決定を行ってまいります。

（監督・監査）

　当社の監査役会は、４名の社外監査役で構成され、独立性が確保されております。毎月取締役会の前後に開催され、常勤監査役１名を中心

に、経験や見識に基づいた客観的な立場から、取締役の職務執行を監査し、経営課題についての認識を深め、積極的な意見表明ができるよう努
め

ております。

監査役は、取締役会の他、執行役員会議等の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定及び監督情況や執行役員の業務執行をチェックする

　　とともに業務の公正性・適正性を確保するため、必要な助言提言を行っております。また、内部監査室及び会計監査人とも適宜情報交換を行

う機会を設け、監査の実効性を高めるよう努めております。

　当社は、内部監査部門として、社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は、取締役が長となり、主として業務監査を行い、

業務活動が法令及び社内諸規程に準拠して、適正かつ効率的に行われているかを監査しております。

　当社の会計監査人は、監査法人 東海会計社であります。2020年6月開催の第25回定時株主総会をもって、当社株式公開以来、長期間にわ

たり監査契約を締結してまいりました有限責任 あずさ監査法人は、任期満了となり、東海会計社に交代いたしました。　前任会計監査人と同

様に、主として会計監査における定期的監査のほか、会計上の諸問題についての助言及び提言、指導を受けております。

（報酬決定等）

　　 当社の取締役（社外取締役を除く）報酬は、固定報酬と変動報酬（業績連動報酬と株主価値向上連動型株式報酬）から構成されております。

当社の取締役（社外取締役を除く）報酬制度は、単年度の業績指標（目標値）の達成度合（成果）に対する評価、及び株式時価総額の増加額を指
標と

し、取締役の当社業績や株式価値への貢献度合を評価するものです。

　当社は、委員の過半数を独立社外取締役、監査役で構成される任意の指名報酬委員会を設置しております。同委員会の役割のひとつとして

取締役等の報酬等の評価及び個人別の報酬を審議・検討し、取締役会に答申しております。同委員会は、取締役等の報酬に係わる評価・決定プ
ロセス

にコミットすることで、公平性、透明性及び客観性を担保し、取締役会の監督機能の強化によりコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図って
おり

ます。

（責任限定契約）

　　当社は、会社法第427条第１項に基づき、非業務執行取締役（現在は社外取締役２名）及び監査役（現在は社外監査役４名）との間で、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約の損害賠償責任限度額は、定款上の責任限度額と同法第425

条第１項の規定する額の高いほうとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の監視機能として社外監査役4名で構成する極めて独立性の高い監査役会を設置しております。

監査役が取締役の職務執行、及び取締役から権限移譲された執行役員の業務執行の監査監督を行っていることに加え、社外取締役が有する知
見や永年にわたる会社経営者として培われた経験からくる経営監視機能と相俟って、透明性と客観性を担保することが主な理由です。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主が議案の検討を十分行えるように、招集通知の早期発送に

努めており、合わせて、発送日以前に東京証券取引所のwebサイト及

び当社ホームページに開示しております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社では、毎年株主総会の集中日を避けて、株主総会を開催しておりま

す。

その他
当社ホームページにおいて、「株主総会招集通知」、「決議通知」等の株主総会情報を掲
載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 名古屋証券取引所主催の「名証ＩＲエキスポ」へ毎年参加しております なし



アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算毎に説明会を開催しております あり

IR資料のホームページ掲載 有価証券報告書、決算短信、月次データ、株主優待制度を掲載しております

IRに関する部署（担当者）の設置
管理本部本部長　常務取締役　千々和　康

管理本部副本部長　執行役員　松井　貴志

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

その他

当社は、経営理念として、「社員一人一人の人間的成長」「お客様一人一人に喜んでいた
だく社会貢献」を掲げ、従業員の成長を通じて、お客様に美味しいひと時を過ごしていただ
くことで、会社も成長し、株主の皆様にも喜んでいただけるものと考えております。

そのために、当社では、より「美味しいお肉」を厳選し、「心地よい接客」を行い、「美味しい
お料理」をできる限り「お値打ち」に、ご提供することに全力を傾注しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要
は

以下の通りであります。

（１）当社及び当社子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

当社代表取締役は、管理本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として、当社グループの各部の部門長を部門別のコンプライア

ンス責任者として任命し、関連規程を制定し、部門毎のコンプライアンス体制を構築しております。

また、使用人がコンプライアンス上、疑問がある行為等を認知し、それを告発しても当該使用人に不利益な扱いを行わない「内部通報制

度」を整備しております。

当社の監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を定期的に調査して取締役会に

報告し、取締役会は問題点の把握と改善に努めております。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、情報の漏洩や不正使用防止のため、当社における情報セキュリティの維持、向上のための施策を継続して実施しております。取締役の
職務執行に係る重要な意思決定及び報告等の情報は、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存及び管理しております。

（３）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「リスク管理規程」に基づき、経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクを部門別に分類し、各部門のリスク管理体制を強化し、リスク
発生

　　　の未然防止に努めるとともに、万一重大な事象が発生した場合には、損失又は不利益を極小化するための適切な措置を講じております。

（４）当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制

会社の意思決定方法は、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により取締役及び使用人が重要性に応じた意思決定を行い、職務執行を適正かつ
効率

的に行っております。

当社は、将来の事業環境を見据えた上で経営方針を定め、これをもとに年度計画を策定します。月例及び随時に開催される取締役会は、当社の
経

営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行っております。

毎月２回開催の執行役員会は、執行役員全員で構成され、取締役会の決定事項の周知徹底及び遂行、執行役員間相互の連絡・連携を目的とし
、会

社の業務執行上の課題等について、議論を行っております。

（５）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制、及び当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する
体制

当社グループの取締役及び使用人等に対し当社の「コンプライアンス行動指針」に基づいた法令遵守等に関する研修を行い、グループ一体

となった法令遵守意識の浸透に努めております。

また、グループ会社における業務の適正を確保するため、「子会社管理規程」に従い、子会社が、その業績状況、財務状況及び経営上の

重要な事項等について当社への承認・報告を行います。

内部監査室が子会社について内部監査を行い、リスク管理状況及び規程の遵守状況について確認しております

（６）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締　　役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効
性

　　の確保に関する事項

当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人員を配置することとしております。当該使用人は、監査役の指
揮

命令に従うものとし、取締役からの独立性を確保することとなります。当該使用人は、監査役の指示に従い、監査上必要な情報を収集する権限を
持って



業務を行えるものとなっております。

（７）当社グループの取締役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制。その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をした
者が

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの取締役及び使用人等は、当社グループの業務または業績に与える重要な事項に関する決定について監査役に報告することとな

っております。職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、監査役に遅滞なく

報告することとしております。

前記に関わらず、当社の監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対し報告を求めることができるものとし、会計監査人、内部監査室

などと連携して当社の監査の実効性を確保することとしております。

また、法令及び社内規定により、監査役に当該報告をした当社及び子会社の取締役及び使用人等に対して、そのことを理由に人事処遇等に

おいて不利な扱いを行いません。

（８）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務処理に
係る

方針、および当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に関する事項

当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換会を実施するとともに社内の重要な会議に出席することができます。また、監査役に対して

内部監査の実施状況を報告するとともに監査役が必要と認めたときは、内部監査室に対し要望することができます。

監査役の職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用の支払い等を受けることができます。

監査役は、必要に応じて、監査法人、弁護士等専門家と意見交換を行い、その助力を得ることができます。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力を排除するために、「暴力団員による不当な行為等に関する法律」、各都県の「暴力団排除条例」等を遵守し、取引を含め
た一切の関係を遮断します。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況　　　　

①不当要求に対しては、管理本部総務部を対応責任部署として、民事及び刑事の法的対応も含め、外部専門機関とも緊密な連携を図り、組織と
して対応します。

②弁護士、警察等の社外専門家や関係機関等と連携し、情報の収集・管理を行いながら、不当要求等の事案が発生した場合に備える社内体制
を整えております。

③当社グループでは、法令遵守規程に「法令、社内規程等あらゆるルールを厳格に遵守し、反社会的行為や倫理にもとる行為を排除する」と規定
しており、すべての従業員（パート・アルバイトを含む）が反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を理解し、実践に努めております。

④新入社員研修をはじめとした階層毎の社内研修において「コンプライアンス・マニュアル」等を活用した研修を定期的に実施するなど、会社全体
として反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化、株主利益に増強に経営資源の集中を図るべきだと考えております。従いまして、現時点で
は、特別な買収防衛策は導入いたしておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

①基本的な考え方

　当社は、上場会社としての社会的責任を認識し、株主・投資家に対して正確に、適切な開示をタイムリーに行うことを目的とし、東京証券取引所

　の「有価証券上場規程」により、適時開示を行うことが求められているもの、これに該当しない情報でも、適時開示を行うことが適切と当社が判断

　する情報も適切に開示しております。

　また、開示過程における情報漏洩を防ぎ、インサイダー取引を未然に防止するための「インサイダー取引管理規程」を定め、その周知徹底を図り

　ながら、情報開示を行っております。

②適時開示に係る社内体制

ア．情報取扱責任者及び情報取扱担当者

（ア）情報取扱責任者　→　重要事実等を統括して管理する者で、常務取締役　管理本部長　千々和康

（イ）情報取扱担当者　→　当社の各部門で重要事実等を管理する者で、各部部長

イ．決定事実に関する情報

　取締役会での承認事項等、重要事項を情報取扱責任者において把握し、開示資料を作成した後、月１回開催する定時取締会の承認を経て

　開示を行います。また、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速な開示の決定を行い、迅速、正確に開示を行っております。



ウ．発生事実に関する情報

　重要事実、若しくはそれに該当すると思われる事実が発生した場合、発生部門の部長（情報取扱担当者）から情報取扱責任者に速やかに報告

　されます。その後、情報管理責任者は、情報開示の要否を検討し、必要に応じて関係部長と協議して、開示資料を作成の上、代表取締役の承

　認を得て、開示されます。なお、必要に応じて監査役、監査法人、弁護士等の助言を受け、正確な情報の開示に努めております。

　情報取扱責任者が[緊急」と判断した場合は、取締役会を経ず、代表取締役に報告し、代表取締役の承認で開示を決定いたします。この場合、

　開示後速やかに取締役会に報告いたします。

エ．決算に関する情報

　経理部で、決算書（四半期報告書を含む）等の開示資料を作成し、情報取扱責任者が査閲後、監査法人の監査及び監査役監査等を経て、取締

　役会にて付議後、承認を得た後、速やかに開示を行っております。



【適時開示体制の模式図】 
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【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】 
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